
情報ステーション

　

農
地
の
貸
し
借
り
に
は
、
法
律

に
よ
る
手
続
き
が
必
要
で
す
。
短

期
間
の
貸
し
借
り
や
定
期
的
な
契

約
更
新
を
考
え
て
い
る
場
合
な
ど

は
、
利
用
権
設
定
を
行
う
こ
と
で

安
心
し
て
農
地
の
貸
し
借
り
が
で

き
ま
す
。
期
間
満
了
時
に
は
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
を
通
じ
て

連
絡
が
あ
り
ま
す
の
で
、
契
約
更

新
な
ど
を
忘
れ
ず
に
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

申
込
み　

利
用
権
設
定
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
農
業
委
員
会
事

務
局
、
ま
た
は
地
元
農
地
利
用
最

適
化
推
進
委
員
、
農
業
委
員
へ

※
６
月
と
12
月
に
利
用
権
設
定
告

示
を
行
い
ま
す
（
６
月
設
定
分
の

申
込
期
限
は
４
月
30
日
（
金
）
）

問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局
☎

内
線
５
０
１
９

農
地
の
貸
し
借
り
は
安
心

で
適
正
な
利
用
権
設
定
を

1008984

税
　
　
金

■
市
税
の
納
付
方
法

　

市
内
に
本
支
店
が
あ
る
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
決
済
ア
プ
リ
で
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

■
口
座
振
替
の
ご
利
用
を

　

通
帳
と
届
け
出
印
を
用
意
し

■
納
付
相
談

　

災
害
や
失
業
な
ど
の
事
情
に
よ

て
、
市
内
の
金
融
機
関
ま
た
は
郵

便
局
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
休
日
納
付
相
談
窓
口
の
開
設

　

平
日
に
納
付
が
難
し
い
人
や
市

税
な
ど
に
関
す
る
相
談
は
、
月
１

回
、
日
曜
日
に
開
設
す
る
休
日
納

付
相
談
窓
口
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

▽
納
付
で
き
る
市
税
な
ど
の
種
類　

市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
、
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
、

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

※
こ
れ
以
外
を
納
付
す
る
場
合
は
、

事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

令

和

３

年

４月 18 日（日） 令
和
３
年

10 月 24 日（日）

５月 16 日（日） 11 月 21 日（日）

６月 20 日（日） 12 月 19 日（日）

７月 18 日（日） 令
和
４
年

１ 月 16 日（日）

８月 22 日（日） ２ 月 20 日（日）

９月 26 日（日） ３ 月 27 日（日）

休日納付相談窓口日程表

時間　午前８時 30 分～午後５時

り
、
納
期
限
ご
と
の
納
付
が
困
難

な
人
に
は
、
納
付
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
市
税
な
ど
を
滞
納
す
る
と

　

納
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
る
大

多
数
の
人
と
の
公
正
・
公
平
を
確

保
す
る
た
め
、
法
律
で
定
め
る
滞

納
処
分
を
執
行
し
ま
す
。
債
権
（
給

与
、
年
金
、
売
掛
金
な
ど
）
、
不

動
産
（
土
地
、
家
屋
）
、
動
産
（
自

動
車
、
バ
イ
ク
な
ど
）
な
ど
を
差

し
押
さ
え
ま
す
。

■
市
の
債
権
を
適
正
に
管
理

　

公
平
な
住
民
の
負
担
の
確
保
や

市
の
債
権
管
理
の
適
正
化
を
図
る

た
め
、
市
の
有
す
る
債
権
（
税
金
・

保
険
料
・
保
育
料
・
上
下
水
道
料

金
・
市
営
住
宅
使
用
料
・
そ
の
他
）

に
つ
い
て
、
４
月
１
日
施
行
の
市

債
権
管
理
条
例
に
よ
り
統
一
的
な

手
続
き
の
基
準
を
定
め
ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
債
権
未
納
付
の
場

合
の
処
分
や
生
活
困
窮
者
の
債
権

放
棄
な
ど
で
す
。

　

徴
収
の
対
象
と
な
る
遅
延
損
害

金
（
債
務
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠

償
）
は
、
10
月
１
日
以
降
に
発
生

す
る
債
権
か
ら
適
用
し
、
未
納
付

の
債
権
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、

収
納
課
で
ま
と
め
て
取
り
扱
い
ま

す
。

問
合
せ　

収
納
課
納
税
係
☎
内
線

３
０
３
１
、
収
納
課
収
納
整
理
係　

☎
内
線
３
０
３
４

国
民
年
金
保
険
料
の
特
例
・

免
除
制
度

1010111学
生
納
付
特
例
制
度

対
象　

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大

学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、

専
修
学
校
、
各
種
学
校
に
在
学
す

る
学
生

承
認
期
間　

４
月
か
ら
翌
年
３
月

ま
で
。
次
年
度
も
引
き
続
き
受
け

る
場
合
は
、
再
度
申
請
が
必
要

手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
分
か
る
書
類

▽
在
学
期
間
が
分
か
る
学
生
証
の

コ
ピ
ー
ま
た
は
在
学
証
明
書
（
原

本
）

産
前
産
後
免
除
制
度

対
象　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

免
除
期
間　

出
産
予
定
日
ま
た
は

出
産
日
が
属
す
る
月
の
前
月
か
ら

４
カ
月
間

※
多
胎
妊
娠
は
、
出
産
予
定
日
ま

た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３
カ

月
前
か
ら
６
カ
月
間

※
産
前
産
後
免
除
期
間
は
、
保
険

料
を
納
付
し
た
も
の
と
し
て
老
齢

基
礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ
れ

ま
す

手
続
き
に
必
要
な
も
の

▽
基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
の
分
か
る
書
類

▽
母
子
健
康
手
帳
（
出
産
前
に
申

請
す
る
場
合
）

▽
出
生
証
明
書
な
ど
出
産
日
お
よ

び
親
子
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
書

類
（
被
保
険
者
と
子
が
別
世
帯
の

場
合
の
み
）

問
合
せ　

国
保
年
金
課
医
療
年
金

係
☎
内
線
３
１
３
１
・
３
１
３
４
、

渋
川
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課
☎

０
２
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９
・
２
２
・
１
６
０
７
、
日

本

年

金

機
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）収
納
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

農
地
の
集
積
・
集
約
を
目
的
と

し
た
（
一
社
）
全
国
農
業
会
議

所
が
運
営
す
る
農
地
情
報
サ
イ

ト
「
全
国
農
地
ナ
ビ
（h

ttp
s
://

w
w
w
.a
lis
-
a
c
.jp

/

）
」
で
は
、
農

業
委
員
会
が
管
理
す
る
農
地
台
帳

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
表
し
て

い
ま
す
。
地
図
か
ら
農
地
の
所
在

や
遊
休
農
地
、
所
有
者
の
意
向
な

ど
の
情
報
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　

問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局
☎

内
線
５
０
１
９

農
地
ナ
ビ
の
利
用
を
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